
鈴鹿市特殊詐欺被害防止機器設置費補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 鈴鹿市特殊詐欺被害防止機器設置費補助金（以下「補助金」という。）の交

付については，鈴鹿市補助金等交付規則（平成２９年鈴鹿市規則第３９号。以下

「規則」という。）及び鈴鹿市補助金等交付要綱（平成２９年鈴鹿市告示第９７

号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この要領は，特殊詐欺被害防止機器を購入し，又は設置する市民に対し，

予算の範囲内において補助金を交付することにより，高齢者の特殊詐欺による被

害を未然に防止することを目的とする。 

（交付対象者） 

第３条 この補助金の交付対象となる者は，次の各号のいずれにも該当する個人と

する。 

（１） 交付申請日において市内に居住し，鈴鹿市住民基本台帳に記録されてい

る者 

（２） 交付申請日において，満６５歳以上の者 

（３） 市税の滞納がない者 

（交付対象機器） 

第４条 補助金の交付対象となる特殊詐欺被害防止機器（以下「交付対象機器」と

いう。）は，交付対象者自らが居住する住宅に設置する機器であって，電話による

特殊詐欺の被害を未然に防止するための機能を有するものであり，公益財団法人

全国防犯協会連合会が推奨する固定電話機又は既設の固定電話機に接続して当該

機能を発揮するものとする。 

（交付対象経費） 

第５条 交付対象経費は，次に掲げる金額（消費税及び地方消費税を除く。）の合計

額とする。 

（１） 交付対象機器の購入に要した費用 

（２） 交付対象機器の設置に直接要する経費。ただし，交付対象機器に付随す

るサービスの加入及び利用に要する費用等を除くものとする。 



２ 交付対象経費は，１世帯に当たり交付対象機器１台に限り認められるものとす

る。 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は，前条に規定する交付対象経費に２分の１の補助率を乗じて

得た額（その額に１００円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てる。）とす

る。ただし，その額が５，０００円を超える場合は，５，０００円とする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，鈴鹿市特

殊詐欺被害防止機器設置費補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次の各号

に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

（１） 運転免許証その他の年齢が確認できる書類の写し 

（２） 製造事業者又は販売事業者が発行する保証書，カタログ等（交付対象機

器の機能，型番号等が記載されているもの）の写し 

（３） 購入し，及び設置した交付対象機器の領収書等（購入日，支払金額，金

額の内訳，購入品名，販売事業者が記載されているもの）の写し 

（４） 市税の完納を証する納税証明書（完納証明。申請日前３か月以内に発行

されたものに限る。） 

（５） 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第８条 市長は，前条の規定により申請があった場合は，その内容を審査し，補助

金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付を決定したときは，鈴鹿市特殊詐欺被

害防止機器設置費補助金交付決定通知書（様式第２号）により，当該交付の決定

の内容を当該交付の申請者に通知するものとする。 

３ 市長は，第１項の規定により補助金の不交付を決定したときは，鈴鹿市特殊詐

欺被害防止機器設置費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により，当該不交

付の決定の内容及びその理由を申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 市長は，前条第２項の規定により補助金の交付を決定する場合において，

申請者に対し，次に掲げる条件を付すものとする。 



（１） 本事業により取得し，又は効用の増加した財産については，減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５条）に定める耐用

年数等に相当する期間（同令に定めがない財産については，市長が別に定め

る期間）内において，補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換

し，貸し付けし，又は担保に供してはならない。 

（２） 本事業により取得し，又は効用の増加した財産については，善良な申請

者の注意をもって管理するとともに，適正に使用しなければならない。 

２ 前項第１号の規定は，市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には

適用しない。 

（１） 天災その他避けることができない事故等，申請者の自己の責に帰すべき

事由以外で本事業により取得し，又は効用の増加した財産を処分するとき。 

（２） 申請者が介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する施設へ入所

し，又は死亡するなど，本事業により取得し，又は効用の増加した財産を使

用しなくなるとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか，市長が承認したとき。 

 （実績の報告） 

第１０条 規則第１３条の規定による実績の報告は，第７条に規定する交付の申請

をもってこれに替えるものとする。 

（委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項について

は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は，令和５年４月１日から施行する。 

（要領の失効） 

２ この要領は，令和７年３月３１日限り，その効力を失う。 
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